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あおぞらのお昼ご飯を紹介！ 

 

 

（協力医療機関について） 

あおぞらは運営基準において入居者の受診・治療その他の医療全般に関して、あらかじめ協力

医療機関を定めることになっており、「滝川市立病院」と協定書を締結しています。 

施設として具体的な取り組みとして、①急変が生じた場合において相談対応や診療を行ってい

ただく体制を常時確保し、②1年に 1回以上、医療機関との間で、急変が生じた場合等の対応を

確認するとともに、医療機関の名称等について指定自治体に提出すること、③月１回以上入居

者の病歴等の情報共有を行うことになっています。 毎月の打ち合わせにより、滝川市立病院、

あおぞら、地域住民それぞれにメリットがあるようなものにしていきたいと考えています。 

 

～介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）の運営基準等あれこれ
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誰でも川柳 

滝川市花月町３丁目６番 17号 

☎ 0125-22-0101 

 

 

 

空室あり。入居者募集中！ 

あおぞらのお食事は直営で提供しており、毎日の「食」に力を入れて

います！ 「食べる」ことは「生きる」こと。バランスよく食べましょう！ 

・お刺身 

・酢の物 

・かき玉汁 

・プリン 

・ごはん 

 

 

 
2月は生寿司を予定 

しています！  

（マイナンバーカードと資格確認書） 当法人の取り決めによるものです

が、今のところ施設ではマイナンバーカードをお預かりいたしません。

カードの保有者はご本人が管理することを原則としつつ、それが難し

い場合はご家族等に保管していただくようお願いします。 なお、施設

で管理するものとして病院にかかる際に必要な健康保険証に代えて、

今後は各自治体から交付される「資格確認書」をお預かりします。 

あおぞら新年会 

 
１月 6日新年会が開催されました。 

年男・年女４名の入居者の皆様へ記念品を

贈呈した後は、職員の余興で盛り上がり、

お楽しみ抽選会では皆さんの手に景品が

渡り笑顔で溢れていました      最後のじゃ

んけん大会では勝ち残った入居者にプレゼ

ントが手渡され楽しい 1日となりました。 

 （節分行事） 節分は、季節を分けるという意味を持

っているそうで、本来は立春、立夏、立秋、立冬とい

った四季の変わり目の前日を指すものでした。今は

立春の前日を指すことが多くなり、この日にイベント

を行っていることが多いです。 今年は 2 月 2 日が

節分にあたり、普段は優しい職員が「鬼」となり、入居

者の皆様は豆（魔滅）をぶつけて厄を払いました！ 


